柳井市英語活動・学習推進派遣業務に係る
公募型プロポーザル実施要領

１　目的
　　本要領は、「柳井市英語活動・学習推進派遣業務」に係る契約の優先交渉権者となる事業者の選定に当たり、プロポーザルの実施方法等について、必要な事項を定める。

２　業務概要
　（１）業務の名称　柳井市英語活動・学習推進派遣業務
　（２）業務の内容　別紙派遣業務仕様書のとおり

３　派遣契約期間
　　令和８年４月１日から令和１１年３月３１日（３年間）

４　募集方法
　　公募型プロポーザル方式により広く複数の事業者からその提案内容等を募集の上、比較検討し、最も目的達成に寄与し、費用対効果を見込むことができる事業者を選定する。

５　公募に関するスケジュール
　（１）募集開始　　　　　　　　 令和８年１月２０日（火）
[bookmark: _Hlk216365929]　（２）参加表明書提出締切　　 　令和８年１月３０日（金）午後５時までに必着
[bookmark: _Hlk216365948]　（３）参加資格確認の結果通知　 令和８年２月　３日（火）
　（４）質問書の受付期限　　　　 令和８年２月　６日（金）
[bookmark: _Hlk216366612]　（５）提案書及び見積書提出締切 令和８年２月１０日（火）午後５時までに必着
[bookmark: _Hlk216366662]　（６）プロポーザル実施　     　令和８年２月２５日（水）
　（７）結果通知　             　令和８年３月上旬予定
　（８）契約締結　               令和８年３月下旬予定

６　参加資格
　　参加できる者は、次に掲げる全ての条件に該当する者とする。
（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に該当しないこと。
（２）書類提出時において、国税及び地方税について滞納がないこと（特別な理由により滞納、徴収猶予を承認されている場合を除く。）。
（３）業務を行うに当たり、法令の規定により官公庁等の許可又は登録を必要とする場合において、その許可又は登録を受けていること。
（４）経営に実質的に関与している者及び使用人が、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団及び第６号に規定する暴力団員に該当しないこと。
（５）柳井市から指名競争入札における指名停止措置を受けていないこと。
（６）「柳井市英語活動・学習推進派遣業務仕様書」に掲げる業務の履行体制及び派遣契約条件の要件を全て満たしていること。

７　参加表明書の提出
　　参加を希望する者は、次のとおり書類を提出すること。
　（１）提出書類
　　　①参加申込確認書（様式２）
　　　②会社概要書（様式５又は任意様式）
　（２）提出期限　令和８年１月３０日（金）午後５時までに必着のこと。
　（３）提出方法　柳井市教育委員会学校教育課へ郵送又は持参
　（４）参加資格確認の結果通知
　　　　　　　　　令和８年２月３日（金）までに参加資格の有無を通知する。

８　質問書の受付及び回答
　　７により参加表明書を提出した者は、次のとおり質問することができる。
　（１）提出書類　質問書（様式１）
　（２）提出期限　令和８年２月６日（金）午後５時までに必着のこと。
　（３）提出方法　電子メール（着信確認を必ず行うこと。）
　（４）提出先　　gakkokyoiku@city-yanai.jp
[bookmark: _Hlk216366121]　（５）回答期限　令和８年２月９日（月）までに行う。

９　提案書等の提出及び期限
　（１）提案書一式　１０部　
　　　　別紙「企画提案書作成要領」のとおり
　（２）見積書　１部（様式４、要社印）
　　　　合計額に消費税及び地方消費税相当額を含めないこと。
　（３）業務の規模（見積上限額）
　　　　６７，３２０，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む。）３年間の総額
[bookmark: _Hlk216366575]　　　（内訳　小学校　３３，６６０，０００円　中学校　３３，６６０，０００円）
　　　　※上記金額は予定価格を示すものではなく提案の規模を示すものであるが、見積書の金額はこれを超えないこと。
（４）提出期限　
令和８年２月１０日（火）午後５時までに、柳井市教育委員会学校教育課まで、郵送又は持参により提出のこと（必着）。

１０　プロポーザル実施方法
　（１）日程　令和８年２月２５日（水）
　（２）場所　サンビームやない２階視聴覚室
　　　　※　開催時間及び実施場所等の詳細は、参加者ごとに別途通知するものとする。
　（３）内容　１社につき計２５分間のプレゼンテーション（原則）
[bookmark: _Hlk216439974]　　　（企画提案書の説明１０分、ＡＬＴ１名による模擬授業７分、質疑応答８分）
※　参加事業者数により、時間が変動する場合も考えられる。
※　模擬授業をするＡＬＴは柳井市勤務予定者が望ましい。
※　ＩＣＴ機器の使用を希望する場合は、２月１０日（火）までに申し出ること。
　　使用可能な機器等は以下のとおり。
（パソコンやタブレット等は各自で準備すること。）
　　・プロジェクター１
・ホワイトボード１枚（スクリーン替わり）
・ＨＤＭＩケーブル１
・ライトニングケーブル１



　
　　　　
１１　審査方法
（１）プロポーザルの審査
本派遣業務契約の審査に係る選定委員会を設置し、提出された提案書及びプレゼ
ンテーション等の内容により審査を行う。
　（２）審査における評価項目は（別紙1）のとおり。

１２　契約締結候補者の選定
契約締結候補者は、次のとおり選定する。
　（１）選定委員の採点の総合計が最も高い事業者を契約締結候補者とする。
　（２）審査結果は全提案者に通知する。
　（３）契約締結候補者とならなかった者は、通知の日の翌日から５日以内（土日祝日を除く。）に書面（任意様式）によりその理由を求めることができる。

１３　契約手続について
　（１）契約締結候補者を選定したのち、提案内容の詳細について両者協議し、協議が整い次第、速やかに随意契約の手続を行う。
　（２）本契約では、契約締結候補者が提出する当該業務に係る見積書（候補者選定後の協議を経た仕様書に基づくもの）の金額が、柳井市の設定する予定価格を下回った場合に契約を締結する。
　　　　ただし、候補者との協議が整わないときは、次順位の提案者と順次契約に関する協議を行うことができるものとする。

１４　失格要件
　　　次に掲げる項目のいずれかに該当する場合は、失格とする。
　（１）提出期限に遅延した場合
　（２）提出書類に虚偽の記載があった場合
　（３）参加資格を有していないことが判明した場合
　（４）審査の公平性を害する行為があった場合
　（５）見積金額が提案上限額を超えている場合　
　（６）その他提案に当たり著しく信義に反する行為があった場合

１５　その他留意事項
　（１）書類提出後の提案書の修正又は変更は一切認めない。
　（２）提出された提案書等は返却しない。
　（３）提出された提案書は、プロポーザル方式による候補者の選定のために使用（複製等を含む。）し、提案者に無断で他の目的のために使用することはできないものとする。
　（４）提案書等について情報公開請求があった場合は、柳井市情報公開条例に基づき、公開することがある。
　（５）契約締結候補者が市と契約を締結する場合においては、業務の全部又は主要な業務を一括して第三者に委託することを禁止する。業務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ市の承諾を得るものとする。
　（６）参加事業者が本プロポーザルを途中で辞退する場合にあっては、選定委員会開催の前日までに市の担当者に文書で連絡のこと。
　（７）契約締結候補者が、失格要件に該当することが判明した場合又は辞退した場合は、次順位の参加事業者と契約締結交渉をすることができるものとする。
　（８）本件に参加するために要する経費は、受託者の負担とする。

１６　問い合わせ先
　　　柳井市教育委員会学校教育課　担当：上田
　　　〒７４２－００２１　柳井市柳井３６７０－１
　　　電　話：０８２０―２５－２４２３
　　　ＦＡＸ：０８２０－２５－２４３３
　　　メール：gakkokyoiku@city-yanai.jp
（別紙1）
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